
手
話
な
ど
を
学
ん
だ
こ
と
が
な
い

人
を
対
象
に
、
福
祉
入
門
講
座
を
開

き
ま
す
。

日
時
＝
６
月
15
日
〜
８
月
３
日
の
水

曜
八
回
、
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30

分
　
会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
（
新
前
橋
町
）

対
象
＝
手
話

な
ど
を
学
習
し
た
こ
と
が
な
い
健
聴

者
、
先
着
十
五
人
　
内
容
＝
聴
覚
障

害
者
の
理
解
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
、
実
技
な
ど
　
申
し
込
み
＝

５
月
16
日
�
〜
23
日
�（
必
着
）に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
氏
名（
ふ
り
が

な
）・
性
別
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番

号
を
明
記
し
、
〒
３
７
１
―
０
８
４

３
前
橋
市
新
前
橋
町
一
三
―
一
二
・

県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
県
聴

覚
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ

ラ
ザ
「
県
聴
覚
障
害
者
福
祉
入
門
講

座
係
」（
�
２
５
５
―
６
６
３
３
）
へ

下
水
道
事
業
分
担
金
は
、
市
街
化

調
整
区
域
内
に
宅
地
を
持
っ
て
い
る

人
で
、
下
水
道
工
事
が
完
了
し
、
下

水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域

の
人
が
納
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

該
当
者
に
は
、「
下
水
道
事
業
分
担

金
納
付
者
申
告
書
」を
郵
送
し
ま
す
。

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
、
期
日
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
…
問
い
合
わ
せ
は
下
水
道
建
設
課

�
８
９
０
―
３
０
６
３
へ
。

軽
自
動
車
税
は
、
四
月
一
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
、
五
月
が
納

付
月
で
す
。
使
用
者
な
ど
に
変
更
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

□
原
付
自
転
車
（
１
２
５
�
以
下
の

バ
イ
ク
）・
小
型
特
殊
自
動
車

�
転
出
や
死
亡
、
譲
渡
な
ど
で
所

有
者
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
市
役
所

市
民
税
課
、
各
支
所
で
名
義
変
更（
新

旧
所
有
者
の
記
名
・
押
印
、
車
体
番

号
が
分
か
る
物
が
必
要
）
�
本
市
以

外
で
使
用
す
る
（
譲
渡
を
含
む
）
と

き
は
ナ
ン
バ
ー
を
返
還
。
転
出
先
で

新
し
い
ナ
ン
バ
ー
を
受
け
る
�
使
用

し
な
い
と
き
は
市
民
税
課
、
各
支
所

で
廃
車（
ナ
ン
バ
ー
と
印
鑑
を
用
意
）。

□
軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
・

軽
四
輪

車
種
に
よ
っ
て
手
続
き
が
異
な
り

ま
す
。
軽
二
輪
（
一
二
五
�
超
二
五

〇
�
以
下
）
は
自
動
車
整
備
振
興
会

�
２
６
１
―
０
２
２
１
、
二
輪
小
型

自
動
車
（
二
五
〇
�
超
）
は
関
東
運

輸
局
群
馬
運
輸
支
局
�
２
６
３
―
４

４
１
２
、
軽
四
輪
は
軽
自
動
車
検
査

協
会
�
２
６
１
―
４
６
２
１
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
テ
レ
ホ
ン
サ

ー
ビ
ス
�
２
９
０
―
２
２
６
４
も
あ

り
ま
す
。

□
軽
自
動
車
税
の
減
免

障
害
者
自
身
が
所
有
す
る
軽
自
動

車
な
ど
を
本
人
や
そ
の
家
族
が
障
害

者
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
、
申
請

に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
請
書
を
納

期
限
の
七
日
前
ま
で
に
市
民
税
課
、

各
支
所
（
城
南
支
所
を
除
く
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
市
民
税
課
�
８

９
０
―
６
２
０
５
へ
。

自
動
車
税
の
納
期
限
は
五
月
三
十

一
日
�
で
す
。
期
限
ま
で
に
必
ず
納

め
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
納
付
に
は
便

利
で
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
県
自
動
車
税
事

務
所
�
２
６
３
―
４
３
４
３
へ
。
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福
祉
入
門
講
座
で

手
話
の
実
技
な
ど

下
水
道
の
分
担
金

期
限
内
に
申
告
を

軽
自
動
車
税
は

５
月
が
納
付
月
で
す

期
限
内
に
必
ず

自
動
車
税
納
め
よ
う

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
で
は
、
地
域
で
育
児
援
助

で
き
る
「
ま
か
せ
て
会
員
」
に
な

る
た
め
の
講
習
会
を
開
き
ま
す
。

日
時
＝
５
月
16
日
�
・
17
日
�
、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
（
17
日
は

正
午
ま
で
）

会
場
＝
勤
労
女
性

地
域
で
育
児
援
助
を

講
習
で
会
員
養
成

セ
ン
タ
ー（
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内
）

対
象
＝
育
児
援
助
が
で
き
る
心
身

と
も
に
健
康
な
人
、
先
着
二
十
人

内
容
＝
制
度
の
概
要
、
保
育
の
基

本
、
児
童
の
心
理
と
身
体
の
発
達
、

け
が
や
病
気
の
予
防
と
対
処
、
食

事
と
遊
び
に
つ
い
て
　
申
し
込
み

＝
５
月
13
日
�
ま
で
に
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
�
２

３
０
―
９
０
０
７
へ

□
都
市
計
画
審
議
会

日
時
＝
５
月
16
日
�
午
後
３
時
〜

４
時
　
会
場
＝
市
役
所
11
階
北
会

議
室
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
十
人

内
容
＝
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変

更
な
ど
　
申
し
込
み
＝
当
日
午
後

２
時
30
分
に
会
場
へ
直
接
　
問
い

合
わ
せ
＝
都
市
計
画
課
�
８
９
０

―
６
９
４
３

□
教
育
委
員
会
定
例
会

日
時
＝
５
月
17
日
�
午
後
３
時
　

会
場
＝
市
役
所
11
階
南
会
議
室
　

対
象
＝
一
般
、
先
着
十
人
　
申
し

込
み
＝
当
日
午
後
２
時
50
分
に
会

場
へ
直
接
　
問
い
合
わ
せ
＝
教
育

委
員
会
総
務
課
�
８
９
０
―
５
８

０
２

□
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

日
時
＝
５
月
23
日
�
午
後
３
時
30

分
　
会
場
＝
市
役
所
11
階
北
会
議

室
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
十
人
　

内
容
＝
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計

画
の
改
訂
　
申
し
込
み
＝
当
日
午

後
３
時
に
会
場
へ
直
接
　
問
い
合

わ
せ
＝
清
掃
業
務
課
�
８
９
０
―

６
２
７
２

傍
聴
で
き
ま
す

会
議
の
公
開


